
 
 

一

戦
後
強
制
抑
留
者
に
対
す
る
特
別
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
案
） 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
戦
後
強
制
抑
留
者
が
、
戦
後
、
酷
寒
の
地
に
お
い
て
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
劣
悪
な
環
境
の
下
で
強

制
抑
留
さ
れ
、
多
大
の
苦
難
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
、
そ
の
間
に
お
い
て
過
酷
な
強
制
労
働
に
従
事
さ
せ
ら
れ
、
ま
た
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
強
制
労
働
に
対
す
る
対
価
の
支
払
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
等
の
特
別
の
事
情
に
か
ん
が
み
、
戦
後
強

制
抑
留
者
の
労
苦
を
慰
藉し
や

す
る
た
め
の
特
別
給
付
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
を
規
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
戦
後
強
制
抑
留
者
」
と
は
、
昭
和
二
十
年
八
月
九
日
以
来
の
戦
争
の
結
果
、
同
年
九
月
二
日

以
後
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
又
は
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の
地
域
に
お
い
て
強
制
抑
留
さ
れ
た
者
で
本
邦
に
帰

還
し
た
も
の
を
い
う
。 

 

（
特
別
給
付
金
の
支
給
） 

第
三
条 

戦
後
強
制
抑
留
者
で
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
も
の
に
は
、
特
別
給
付
金
を
支
給
す

る
。 



 

二

２ 

特
別
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
の
認
定
は
、
こ
れ
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
請
求
に
基
づ
い
て
、
総
務
大
臣
が
行
う
。 

３ 
前
項
の
請
求
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

４ 

前
項
の
期
間
内
に
特
別
給
付
金
の
支
給
を
請
求
し
な
か
っ
た
者
に
は
、
特
別
給
付
金
は
、
支
給
し
な
い
。 

 

（
特
別
給
付
金
の
額
及
び
記
名
国
債
の
交
付
） 

第
四
条 

特
別
給
付
金
の
額
は
、
戦
後
強
制
抑
留
者
の
帰
国
の
時
期
の
区
分
に
応
じ
次
の
表
に
掲
げ
る
額
と
し
、
三
年
以
内
に

償
還
す
べ
き
記
名
国
債
を
も
っ
て
交
付
す
る
。 

帰 
 
 

国 
 

 

の 
 

 

時 
 

 

期 

特 

別 

給 

付 

金 

の 

額 

昭
和
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円 

昭
和
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円 

昭
和
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

一
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円 

昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

一
、
五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円 

昭
和
三
十
年
一
月
一
日
以
降 

二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円 



 
 

三

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
た
め
、
政
府
は
、
必
要
な
金
額
を
限
度
と
し
て
国
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
国
債
は
、
無
利
子
と
す
る
。 

４ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
国
債
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
譲
渡
、
担
保
権
の
設
定
そ
の
他
の

処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

５ 

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
国
債
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
財
務
省
令
で
定
め

る
。 

 

（
特
別
給
付
金
に
係
る
権
利
の
承
継
） 

第
五
条 

特
別
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
死
亡
前
に
特
別
給

付
金
の
支
給
の
請
求
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
の
相
続
人
は
、
自
己
の
名
で
、
当
該
特
別
給
付
金
の
支
給
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
順
位
の
相
続
人
が
数
人
あ
る
と
き
は
、
そ
の
一
人
の
し
た
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
は
、

全
員
の
た
め
に
そ
の
全
額
に
つ
き
し
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
一
人
に
対
し
て
し
た
特
別
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
の

認
定
は
、
全
員
に
対
し
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。 



 

四

３ 

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
債
の
記
名
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
順
位
の
相
続
人
が
数
人
あ
る
と
き
は
、
そ
の 

一
人
の
し
た
当
該
死
亡
し
た
者
の
死
亡
前
に
支
払
う
べ
き
で
あ
っ
た
同
項
に
規
定
す
る
国
債
の
償
還
金
の
請
求
又
は
同
項
に

規
定
す
る
国
債
の
記
名
変
更
の
請
求
は
、
全
員
の
た
め
に
そ
の
全
額
に
つ
き
し
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
一
人
に
対
し
て
し

た
同
項
に
規
定
す
る
国
債
の
償
還
金
の
支
払
又
は
同
項
に
規
定
す
る
国
債
の
記
名
変
更
は
、
全
員
に
対
し
て
し
た
も
の
と
み

な
す
。 

 

（
異
議
申
立
期
間
） 

第
六
条 

特
別
給
付
金
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て
の
異
議
申
立
て
に
関
す
る
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六

十
号
）
第
四
十
五
条
の
期
間
は
、
そ
の
処
分
の
通
知
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
第
四
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
は
、
準
用
し
な
い
。 

 

（
譲
渡
又
は
担
保
の
禁
止
） 

第
七
条 

特
別
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
差
押
え
の
禁
止
） 



 
 

五

第
八
条 

特
別
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
及
び
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
債
は
、
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

た
だ
し
、
国
税
滞
納
処
分
（
そ
の
例
に
よ
る
処
分
を
含
む
。
）
に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
非
課
税
） 

第
九
条 

特
別
給
付
金
に
は
、
所
得
税
を
課
さ
な
い
。 

２ 

特
別
給
付
金
に
関
す
る
書
類
及
び
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
債
を
担
保
と
す
る
金
銭
の
貸
借
に
関
す
る
書
類
に
は
、

印
紙
税
を
課
さ
な
い
。 

 

（
特
別
給
付
金
の
返
還
） 

第
十
条 

不
実
の
申
請
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
債
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
償
還
金
を
受
領

し
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
償
還
金
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
金
額
の
返
還
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
を
納
付
し
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
期
限
を
指
定
し
て
こ

れ
を
督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
受
け
た
者
が
そ
の
指
定
期
限
ま
で
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
を
納



 

六

付
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 
前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。 

 

（
総
務
省
令
へ
の
委
任
） 

第
十
一
条 

こ
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
そ
の
執
行
に
つ
い
て

必
要
な
細
則
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
総
務
省
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
第
八
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

八
十
八
の
二 

戦
後
強
制
抑
留
者
に
対
す
る
特
別
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第 

 
 

号
）
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。 



 
 

七

 
（
検
討
） 

第
三
条 
国
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
速
や
か
に
、
第
二
条
の
地
域
に
お
い
て
戦
後
強
制
抑
留
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
こ
の
法
律

に
よ
る
特
別
給
付
金
の
支
給
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
者
以
外
の
も
の
に
係
る
強
制
抑
留
の
実
態
に
つ
い
て
総
合
的
に
調
査
を

行
い
、
関
係
者
に
つ
い
て
労
苦
に
報
い
る
等
の
た
め
の
方
策
に
関
し
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。 





 
 

九

 
 
 
 

 

理 

由 

 

戦
後
強
制
抑
留
者
が
、
戦
後
、
酷
寒
の
地
に
お
い
て
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
劣
悪
な
環
境
の
下
で
強
制
抑
留
さ
れ
、
多
大
の

苦
難
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
、
そ
の
間
に
お
い
て
過
酷
な
強
制
労
働
に
従
事
さ
せ
ら
れ
、
ま
た
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
強

制
労
働
に
対
す
る
対
価
の
支
払
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
等
の
特
別
の
事
情
に
か
ん
が
み
、
戦
後
強
制
抑
留
者
に
対
し
、
そ
の
労

苦
を
慰
藉し
や

す
る
た
め
、
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ

る
。 





 
 

一
一

 
 
 

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
費 

 

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
費
は
、
約
三
百
九
十
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 

 


